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国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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○平成３０年度における在外選挙人名簿の抄

本の閲覧状況（安芸区）� 34

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（佐伯区）� 34

○平成３０年度における選挙人名簿の抄本の

閲覧状況（佐伯区）� 34
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○広島市教育委員会議（定例会）の開催� 35

○広島市教育委員会議（定例会）の日程変更� 35
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以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（中区）� 32

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（東区）� 32

○平成３０年度における選挙人名簿の抄本の

閲覧状況（東区）� 32

○平成３０年度における在外選挙人名簿の抄

本の閲覧状況（東区）� 32

○平成３０年度における選挙人名簿の抄本の

閲覧状況（南区）� 32

○平成３０年度における在外選挙人名簿の抄

本の閲覧状況（南区）� 32

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（南区）� 32

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（西区）� 32

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（安佐南区）� 32

○昭和５５年広島市安佐南区選挙管理委員会

告示第１７号による広島市安佐南区の投票

区の設置の告示中，表の一部の変更（安佐�

南区）� 33

○平成１６年広島市安佐南区選挙管理委員会

告示第１６号による指定投票区及び指定関

係投票区の指定の告示中，表の一部の変更�

（安佐南区）� 33

○昭和５５年広島市安佐南区選挙管理委員会

告示第１７号による安佐南区の投票区の設

置の告示中，表の一部の変更（安佐南区）� 33

○平成３０年度における選挙人名簿の抄本の

閲覧状況（安佐北区）� 34

○平成３０年度における在外選挙人名簿の抄

本の閲覧状況（安佐北区）� 34

○登録月の１日の直後の地方公共団体の休日

以外の日となる公職選挙法第２２条第１項

本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日�

（安佐北区）� 34

○登録月の１日又は同日の直後の地方公共団

体の休日以外の日となる公職選挙法第２２

広島市規則第１号

令和元年５月２９日

　広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定める規則

　広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例

（平成３０年広島市条例第４９号）の施行期日は，令和２年７月

１日とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２号

令和元年５月２９日

　広島市自転車競走競技規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市自転車競走競技規則の一部を改正する規則

　広島市自転車競走競技規則（昭和３８年広島市規則第３７号）

の一部を次のように改正する。

　第１６条中「最終周回の前々回のバック・ストレッチ・ライン

から最終周回のバック・ストレッチ・ラインの間」を「次の各号

に掲げる競走路の１周の距離の区分に応じ，当該各号に定める区

間」に改め，同条に次の各号を加える。

⑴　４００メートル又は５００メートル　最終周回の前々回の

バック・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・スト

レッチ・ラインまでの間

規 則
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１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　山本ショッピングセンタービル

⑵　所在地　広島市安佐南区山本一丁目１１番２号

２　大規模小売店舗を設置する者

　株式会社サンリブ

　代表取締役　佐藤　秀晴

　北九州市小倉南区上葛原二丁目１４番１号

３　変更事項

⑴　駐輪場の位置及び収容台数

　　　　（変更前）　建物北側駐輪場№１　２７台

　　　　　　　　　　建物東側駐輪場№２　２６台

　　　　（変更後）　建物北側駐輪場№１　２７台

　　　　　　　　　　建物北側駐輪場№２　２６台

４　変更年月日

令和元年５月１日

５　届出年月日

平成３１年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　広島市安佐南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月８日から同年９月９日まで。ただし，日曜

日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和元年９月９日

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき，平成３１年

度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しま

したので，同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

⑵　３３３．３メートル又は３３５メートル　最終周回の前々

回に入るホーム・ストレッチ・ラインから最終周回のバッ

ク・ストレッチ・ラインまでの間

　第２５条中「最終周回の前回の第２コーナーから第３コーナー

までのバック・ストレッチの間（以下「退避区間」という。）」

を「退避区間（次の各号に掲げる競走路の１周の距離の区分に応

じ，当該各号に定める区間をいう。）」に改め，同条に次の各号

を加える。

⑴　４００メートル，３３３．３メートル又は３３５メートル　

最終周回の前回の第２コーナーから第３コーナーまでのバッ

ク・ストレッチの間

⑵　５００メートル　最終周回の前回の第４コーナーから最終

周回の第１コーナーまでのホーム・ストレッチの間

　第２６条中「退避区間」を「第２５条に規定する退避区間」に

改める。

　第５５条中「最終周回の」を「次の各号に掲げる競走路の１周

の距離の区分に応じ，当該各号に定める周回に係る」に改め，同

条に次の各号を加える。

⑴　４００メートル又は５００メートル　最終周回

⑵　３３３．３メートル又は３３５メートル　最終周回の前回

　第５５条の２中「一」を「いずれか」に，「いたつた」を「至

つた」に改め，同条第１号中「後に，適正な走行により再び競走

選手の先頭に出ることが困難と認められる」を削り，同条第３号

中「きたす」を「来す」に改める。

　第５８条中「最終周回の前回の標識線」を「次の各号に掲げる

競走路の１周の距離の区分に応じ当該各号に定めるライン」に改

め，同条に次の各号を加える。

⑴　４００メートル　最終周回の前回に入るホーム・ストレッ

チ・ライン

⑵　３３３．３メートル又は３３５メートル　最終周回の前々

回に係るバック・ストレッチ・ライン

⑶　５００メートル　最終周回の前回に係るバック・ストレッ

チ・ライン

　第７０条第１項第２号中「及び」を「，」に改め，「含

む。）」の右に「及び第５８条」を加え，同条第２項中「，第５

８条」を削る。

附　則

　この規則は，令和元年５月３１日から施行する。

広島市告示第５号

令和元年５月８日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

告 示
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２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額　１

９，３８３円

　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額　９，

６９２円

　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額　１

４，５３７円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額　１２，９５８円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額　１

３，８４５円

　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額　６，

９２３円

　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額　１

０，３８４円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額　５，１８４円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額　５，

５３８円

　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額　２，

７６９円

　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額　４，

１５４円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第３項において準用する同条第１項

に規定する平成３１年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等

賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第

１４条第３項において準用する同条第２項において準用する条例

第１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　５，５３７円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　５，９１６円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　２，９５９円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　４，４３８円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　３，９５５円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

１　所得割　１００分の７．５１

２　被保険者均等割　２５，９１６円

３　世帯別平等割

条例第１０条第１項第３号アに掲げる額　２７，６８９円

条例第１０条第１項第３号イに掲げる額　１３，８４５円

条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額　２０，７６７円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に基づき，平

成３１年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　１００分の２．２９

２　被保険者均等割　７，９０９円

３　世帯別平等割

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額　８，４５

１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額　４，２２

６円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額　６，３３

９円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基づき，平成

３１年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保

険料率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　１００分の２．１２

２　被保険者均等割　８，９１７円

３　世帯別平等割　６，９３６円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第１項に規定する平成３１年度の国

民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定し

ましたので，同条第２項において準用する条例第１０条第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額　１８，１４２円
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令和元年５月１０日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　アルク井口明神店

⑵　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番１３１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

代表取締役　松本　順一

大阪市中央区今橋二丁目５番８号

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　　　　　代表取締役　永見　信之

　　　　　　大阪市中央区今橋二丁目５番８号

（変更後）　株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング

　　　　　　代表取締役　松本　順一

　　　　　　大阪市中央区今橋二丁目５番８号

４　変更年月日

平成３０年６月１３日

５　届出年月日

平成３１年４月２４日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月１０日から同年９月１０日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和元年９月１０日

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

額　４，２２６円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　２，１１３円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　３，１７０円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　１，５８２円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　１，６９１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　８４６円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　１，２６８円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１号

令和元年５月９日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第４項において準用する同条第１項

に規定する平成３１年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額か

ら減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例第１４条第

４項において準用する同条第２項において準用する条例第１０条

の１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　６，２４２円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額　４，８５６円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　４，４５９円

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額　３，４６８円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　１，７８４円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額　１，３８８円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２号

令和元年５月１０日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３１号）

第４条第１項の規定に基づき，下水道事業受益者申告書の提出期

限は，令和元年６月７日とします。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３号
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中谷歯科医院
広島市西区横川
町二丁目５－１
２中谷ビル２Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

長楽寺内科・
呼吸器クリニ
ック

広島市安佐南区
長楽寺一丁目１
５－３

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

たけなか眼科
広島市安佐南区
祇園五丁目２－
４５－３０２

令和元年５月
７日

令和７年５月
６日

さくらんぼ薬
局　長楽寺店

広島市安佐南区
長楽寺一丁目１
５－３

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

医療法人　な
がた皮ふ科

広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

いたくら眼科
広島市安佐北区
落合五丁目２４
－８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ふかわ薬局
広島市安佐北区
深川五丁目２２
－５

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

訪問看護うさ
ぎ

広島市安佐北区
落合五丁目３０
－２７－１０６

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

訪問看護ステ
ーションデュ
ーン広島北

広島市安佐北区
可部五丁目１－
２６ヴァーンベ
ール細田１階１
０３号室

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

山科内科医院
広島市佐伯区八
幡二丁目２６－
２５

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７号

令和元年５月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 廃止年月日

夜陣医院 広島市南区大州二丁目１
４－１４

平成３１年２
月１７日

スカイ薬局　上安店 広島市安佐南区上安二丁
目５－２６

平成３１年２
月２８日

訪問看護ステーショ
ンなずな可部南

広島市安佐北区可部南二
丁目１４－１４

平成３１年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８号

令和元年５月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４号

令和元年５月１０日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認した次の文書については，令和元年６月２

１日をもって，印影の印刷により公印の押なつに代えることをや

めますので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

広島市公民館使用料
減免（不承認）通知
書

平成１８年２月２７日
広島市告示第１０４号 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５号

令和元年５月１０日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文章については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

広島市公民館使用承認書及び使用料領収証書
並びに使用料減免（不承認）通知書 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６号

令和元年５月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

広島アイクリ
ニック

広島市中区幟町
１３－４広島マ
ツダビル３Ｆ

令和元年５月
２０日

令和７年５月
１９日

ウォンツ八丁
堀電停前薬局

広島市中区八丁
堀１４－１０　
１Ｆ

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

舟入南薬局
広島市中区舟入
南四丁目１６－
８　１Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日



広　　島　　市　　報 令和元年７月１日第１０６９号　―８―

１５

ここから薬局�
　緑井店

広島市安佐南区
緑井六丁目２７
－１２

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

はだ脳神経外
科

広島市安佐北区
口田三丁目２６
－５

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

村上産婦人科
クリニック

広島市安佐北区
亀山二丁目６－
２０

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

医療法人仁医
会　井口医院

広島市安佐北区
可部七丁目５－
７

令和元年５月
７日

令和７年５月
６日

医療法人　あ
いクリニック

広島市安芸区船
越南二丁目１８
－１９

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

中村歯科医院 広島市安芸区中
野三丁目９－６

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９号

令和元年５月１４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
中野皮膚科泌
尿器科医院

広島市西区三篠
町一丁目７－１

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

神安内科クリ
ニック

広島市安佐南区
大町東一丁目８
－２５

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

安佐在宅診療
クリニック

広島市安佐南区
緑井六丁目３７
－５ドミール藤
沢１Ｆ

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

下祇園駅前歯
科

広島市安佐南区
祇園一丁目６－
５

令和元年５月
３０日

令和７年５月
２９日

ながしまクリ
ニック

広島市佐伯区吉
見園２－２２

令和元年５月
２０日

令和７年５月
１９日

やまだ皮ふ科
広島市佐伯区八
幡東三丁目２８
－１７

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０号

令和元年５月１４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

平岡内科医院 広島市中区舟入
本町１５－１９

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

かいせいクリ
ニック

広島市中区鉄砲
町５－７広島偕
成ビル７階

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

こじま矯正歯
科

広島市中区河原
町２－１３

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

大手町スマイ
ル薬局

広島市中区大手
町三丁目１３－
３３

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

訪問看護ステ
ーションあい
りす

広島市中区吉島
東一丁目４－１
２

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

古江クリニッ
ク

広島市東区戸坂
中町３－１２

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

古谷皮ふ科ク
リニック

広島市南区翠三
丁目６－４翠町
メディカルビル
３階

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

竹本内科・眼
科医院

広島市南区丹那
６－１５

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

岡田外科医院
広島市南区段原
山崎二丁目９－
２２

令和元年５月
７日

令和７年５月
６日

木村歯科医院
広島市南区宇品
西五丁目１１－
１－１０４

令和元年５月
１３日

令和７年５月
１２日

たなか皮ふ科
アレルギー科

広島市西区庚午
北二丁目２２－
４

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

もみじが丘薬
局

広島市西区己斐
上二丁目３５－
２３

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

祇園すやま眼
科クリニック

広島市安佐南区
山本三丁目１－
１０

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

サカ緑井病院
広島市安佐南区
緑井六丁目２８
－１

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

サカ緑井病院
広島市安佐南区
緑井六丁目２８
－１

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

大原駅前歯科
広島市安佐南区
伴東七丁目５９
－１

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

アロー薬局　
安店

広島市安佐南区
上安二丁目４－
４０

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

パークフロン
ト薬局

広島市安佐南区
大塚西四丁目８
－３１

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日

パール薬局　
山本店

広島市安佐南区
山本三丁目１－

令和元年５月
１日

令和７年４月
３０日
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り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　みゆきプラザ

⑵　所在地　広島市南区宇品御幸一丁目２１７番１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンリテール株式会社

　代表取締役　井出　武美

　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

ほか１法人，７名

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙３のとおり

（変更後）別紙３のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　別紙２のとおり

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　別紙３のとおり

５　届出年月日

平成３１年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月１４日から同年９月１７日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和元年９月１７日

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　アルパーク東棟

⑵　所在地　広島市西区草津新町二丁目２６番地７５　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

　執行役員　岩藤　孝雄

　東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３１年４月２４日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月１４日から同年９月１７日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和元年９月１７日

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１号

令和元年５月１４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ



広　　島　　市　　報 令和元年７月１日第１０６９号　―１０―

令和元年５月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者
（法人）の名称

平成３１年４
月３０日

居宅介護支援
事業所あすか

広島市西区南観
音二丁目８－２
５田中ビル１階

株式会社あす
か

平成３１年４
月３０日

訪問看護ステ
ーションあす
か

広島市西区南観
音二丁目８－２
５

株式会社あす
か

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７号

令和元年５月１６日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）都市高速鉄道を変更したので，同

法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定に

より，次のとおり告示し，同条第２項の規定により同法第１４条

第１項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）都市高速鉄道

の変更

　２号西日本旅客鉄道株式会社山陽本線，３号西日本旅客鉄道

株式会社呉線

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市安芸区船越南一丁目及び矢野東一丁目

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８号

令和元年５月１６日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）道路を変更したので，同法第２１

条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により，次

のとおり告示し，同条第２項の規定により同法第１４条第１項に

規定する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１から別紙３まで　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２号

令和元年５月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４号

令和元年５月１５日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者
株式会社モダン・
アイ

広島市中区千田町一丁目１
３番１号

代表取締役　
石田　雅夫

２　委託した期間

契約締結日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５号

令和元年５月１５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

居宅介護支援事業所
あすか

広島市中区河原町７番１
０号第１リヴィエール香
川２０１号室

令和元年５月
１日

訪問看護ステーショ
ンあすか

広島市中区河原町７番１
０号第１リヴィエール香
川２０１号室

令和元年５月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２６号
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年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区牛田早稲田三丁目７９７番４

２　開発面積

２，１９１．５０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区西観音町１８番４号ＢＪＣ，ｂｌｄｇ．

株式会社ＢＪＣ

代表取締役　大㟢　慎太郎

４　検査済証交付年月日

令和元年５月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２号

令和元年５月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和元年５月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

安佐南区 高取南二丁目及び山本七丁
目の各一部 位置：広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐北区
小河原町，深川一丁目，口
田南一丁目，三入三丁目及
び亀山南二丁目の各一部

佐伯区 八幡二丁目の一部

安芸区 中野東二丁目，中野東三丁
目及び矢野町の各一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号
名称：太田川流域下水
道東部浄化センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３号

令和元年５月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路の変更

３・４・０１７号青崎畝線

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市安芸区船越南一丁目

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９号

令和元年５月１６日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区五日市二丁目２１６番の一部

２　開発面積

１，２５４．９４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区舟入中町１２番７号

株式会社リビルド

代表取締役　城川　大二郎

４　検査済証交付年月日

令和元年５月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０号

令和元年５月１７日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　広島市安佐南区伴東四丁目の６８３１番１，６８３２番１及

び６８３３番１

２　開発面積

２，０２５．４９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市南区出島一丁目２１番１５号

山根木材ホーム株式会社

代表取締役　山根誠一郎

４　検査済証交付年月日

令和元年５月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１号

令和元年５月１７日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３
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別紙のとおり

２　委任を解除させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　解除年月日

別紙のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６号

令和元年５月２１日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　広島市東区馬木七丁目の５９８番２の一部，５９８番３０の

一部，６６８番，６７０番６，２０４９番２０，２０４９番２

２，２３４３番１の一部，２３４３番３，２３４３番４の一

部，２３４３番１０の一部，２３４３番１１の一部，２３４４

番の一部，２３５３番１，２３５３番２，２３５３番３，２３

５４番１の一部，２３５４番２の一部，２３５５番の一部，２

３５６番１の一部，２３５６番２の一部，２３５６番３の一

部，２３５８番１の一部，２３５８番２の一部，２３５９番１

の一部，２３５９番２，２３５９番３，２３６４番１，２３６

４番２，２３６４番３，２３６４番４，２３６５番１，２３６

５番２，２３６５番３，２３６５番４，２３６５番５，２３６

６番１の一部，２３６６番２，２３６６番４の一部，２３６７

番１の一部，２３６８番１の一部及び２３６８番１０の一部

２　開発面積

８，２８１．０７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区東白島町１７番１８号

矢神興産株式会社

代表取締役　中森　律美

４　検査済証交付年月日

令和元年５月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７号

令和元年５月２２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和元年５月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
汚水及び
雨水を排除 安芸区 矢野町の一部

分流
汚水を排除

安佐南区 高取南二丁目及び山本七丁
目の各一部

安佐北区
小河原町，深川一丁目，口
田南一丁目，三入三丁目及
び亀山南二丁目の各一部

安芸区 中野東二丁目及び中野東三
丁目の各一部

佐伯区 八幡二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４号

令和元年５月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

別紙のとおり

４　委任期間

別紙のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５号

令和元年５月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部委任を次

のとおり解除させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員
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⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８号

令和元年５月２２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島東宝ビル

⑵　所在地　広島市中区新天地２番９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

東宝株式会社

代表取締役社長　島谷　能成

東京都千代田区有楽町一丁目２番２号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年５月９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月２２日から同年９月２４日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び同年８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　名　称　イオン宇品ショッピングセンター

⑵　所在地　広島市南区宇品東六丁目７５２番１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンリテール株式会社

代表取締役　井出　武美

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）イオンリテール株式会社

　　　　　代表取締役　岡崎　双一

　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

（変更後）イオンリテール株式会社

　　　　　代表取締役　井出　武美

　　　　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

　平成３１年３月１日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年５月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年５月２２日から同年９月２４日まで。ただし，日

曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び８月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和元年９月２４日
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２号

令和元年５月２８日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１

項の規定に基づき，広島市西新天地駐車場の指定管理者の指定を

次のとおり取り消しましたので，広島市道路附属物駐車場条例

（平成６年３月３１日条例第２５号）第９条第３項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　取消しに係る公の施設の名称

広島市西新天地駐車場

２　取消しの相手方

東京都港区西新橋二丁目８番１号

　一般社団法人日本駐車場工学研究会

３　取消年月日

令和元年７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３号

令和元年５月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項又は第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号又は第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会社
エムエヌ
ティー

ケアセン
ターハル
カ

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル６Ｆ
１

令和元年５
月３１日 訪問介護

アサヒサ
ンクリー
ン株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー広島南
介護

広島市南区皆
実町四丁目６
番１号第５松
本ビル１０１
号

令和元年５
月３１日 訪問介護

医療法人
松栄会

訪問介護
ステーシ
ョンやま
びこ

広島市安芸区
瀬野三丁目１
２番３５号

令和元年５
月３１日 訪問介護

医療法人
あさだ会

訪問看護
ステーシ
ョンたん
ぽぽの風

広島市安芸区
矢野町７００
番地

令和元年５
月３１日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４号

令和元年５月３０日

⑴　提出期限　令和元年９月２４日

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９号

令和元年５月２２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０号

令和元年５月２８日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条の２第２項の規

定により違法放置物件を下記のとおり保管したため，同条第３項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　保管した違法放置物件の名称又は種類，形状及び数量

⑴　軽自動車　１台

　�（三菱・ミニカ，シルバー色，車両番号：広島５１い３１

６７）

⑵　軽自動車　１台

　�（ダイハツ・アヴィー，グレー色，車両番号：広島５８１

あ７３４５）

２　違法放置物件の保管を始めた日時及び保管場所

⑴　保管開始日時

　令和元年５月２８日　午前８時３０分

⑵　保管場所

　広島市南区西旭町１４０８番の３，１４０９番の３

　（都市計画道路霞庚午線（８工区）事業用地内）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１号

令和元年５月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。
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医療法人
あすか

ビスセン
ターあす
か大町

広島市安佐南
区中須一丁目
２６番１２号

令和元年５
月３１日

短時間型デ
イサービス

ボディー
アルファ
ー株式会
社

デイサー
ビス孫の
手

広島市安佐北
区可部南一丁
目８番４４号

令和元年５
月３１日

短時間型デ
イサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７号

令和元年５月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

社会福祉
法人フェ
ニックス

F l o w �
S a l o n
かんべ

広島市安佐北
区可部七丁目
１３番１５－
１－９号

令和元年５
月３１日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８号

令和元年５月３１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので，第４９条の４第

３項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 適応災害
段原南一丁目集会
所

広島市南区段原南一丁
目１３－２７ 土砂災害

日宇那集会所 広島市南区日宇那町１
１－２２ 土砂災害

南区スポーツセン
ター

広島市南区楠那町７－
３１ 土砂災害

似島学園小・中学
校

広島市南区似島町字長
谷１４８７ 土砂災害

己斐上中学校 広島市西区己斐上六丁
目４５２－４ 土砂災害

高陽中学校 広島市安佐北区深川六
丁目２２－６ 地震

毛木集会所 広島市安佐北区安佐町
大字毛木７６１ 地震

北部資源選別セン
ター

広島市安佐北区安佐町
大字筒瀬８６４

土砂災害，高潮，
洪水

特別養護老人ホー
ムこころ

広島市安佐北区安佐町
大字鈴張２６８８

土砂災害，高潮，
洪水

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９号

令和元年５月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

医療法人
社団絆

居宅介護
支援事業
所きずな

広島市中区南
竹屋町６番２
０－１０１号

令和元年５
月３１日

居宅介護支
援

株式会社
ＨＣＴ

Lievet�
care�
support

広島市東区光
町二丁目５番
７号第５光ビ
ル２０１

令和元年５
月３１日

居宅介護支
援

有限会社
エムエヌ
ティー

ケアセン
ターハル
カ

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル６Ｆ
１

令和元年５
月３１日

居宅介護支
援

サンステ
ップ有限
会社

居宅介護
支援事業
所げんき

広島市安佐南
区伴東八丁目
１２番１７号

令和元年５
月３１日

居宅介護支
援

広島医療
生活協同
組合

津田診療
所居宅介
護支援事
業所

広島市安佐北
区可部二丁目
１３番１８号

令和元年５
月３１日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５号

令和元年５月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会社
エムエヌ
ティー

ケアセン
ターハル
カ

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル６Ｆ
１

令和元年５
月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

アサヒサ
ンクリー
ン株式会
社

アサヒサ
ンクリー
ン在宅介
護センタ
ー広島南
介護

広島市南区皆
実町四丁目６
番１号第５松
本ビル１０１
号

令和元年５
月３１日

訪問介護サ
ービス

医療法人
松栄会

訪問介護
ステーシ
ョンやま
びこ

広島市安芸区
瀬野三丁目１
２番３５号

令和元年５
月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

社会福祉
法人フェ
ニックス

F l o w �
S a l o n
かんべ

広島市安佐北
区可部七丁目
１３番１５－
１－９号

令和元年５
月３１日

１日型デイ
サービス

デイサー
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第５号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 取り消した
適応災害

比治山本町集会所 広島市南区比治山本町
８－１ 土砂災害

元宇品保育園 広島市南区元宇品町５
－８ 土砂災害

鈴が峰公民館 広島市西区鈴が峰町４
４－１ 土砂災害

鈴が峰小学校 広島市西区鈴が峰町３
６－２ 土砂災害

井口台小学校 広島市西区井口台三丁
目５－１ 土砂災害

井口台児童館 広島市西区井口台三丁
目５－１ 土砂災害

井口台集会所 広島市西区井口台一丁
目２２－１９ 土砂災害

志屋集会所 広島市安佐北区白木町
大字志路３９２５－１ 土砂災害

三田保育園 広島市安佐北区白木町
大字三田７１７３－３ 土砂災害

鈴張児童館 広島市安佐北区安佐町
大字鈴張１９１５ 土砂災害

久地小学校 広島市安佐北区安佐町
大字久地４４７７－２ 土砂災害

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０号

令和元年５月３１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地

小田集会所 広島市安佐北区白木町大字井原４６０２
－１

可部東保育園 広島市安佐北区可部東一丁目４－２９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１２号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１５号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１６号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２１号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ４ 日

　地方自治法（昭和２２年法律６７号）第２６０条の２第１項の

規定に基づき，平成２２年８月２６日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した東蟹屋町東部町内

会について，次のとおり変更したので，同条第１０項後段の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　　髙橋　隆　　　広島市東区東蟹屋町１４番６号　を

　　�　濵本　顯正　　広島市東区東蟹屋町１３番６号　に変更

する。

２　事務所の所在地の変更

　　　広島市東区東蟹屋町１４番６号　を

　　　広島市東区東蟹屋町１３番６号　に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８９号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９０号

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１９号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，５月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２０号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９６号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９７号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９８号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９９号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ７ 日

　稲荷町自転車等駐車場及び広島駅前南口第三自転車等駐車場

に，長期間駐車されていた下記の自転車等については，令和元年

５月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１００号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年５月１３日から同月２７日まで南区

役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南３区
８９号
線

南区東雲本町一丁目２１５
番地１地先から
南区東雲本町一丁目３０１
番地１地先まで

令和元年５月１
３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９４号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９５号

令 和 元 年 ５ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，
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を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏　名　　山村　年見

住　所　　広島市安佐南区長楽寺一丁目８３番１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３９号

令 和 元 年 ５ 月 ８ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１３年６月２８日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した広島中央グリーン

ハイツ自治会（旧代表者　今桐　康弘）について，次のとおり告

示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　氏　名　　木多　善三

　住　所　　広島市安佐南区安東七丁目３番８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４０号

令 和 元 年 ５ 月 ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和元年５月８日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区川内二丁目１６４９番１の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　２０．９６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ３ 日

　次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　街区の区域を変更する区域

安佐南区祇園三丁目の街区の一部

２　変更の内容

別図のとおり

３　変更期日

令和元年５月１５日

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３７号

令 和 元 年 ５ 月 ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２１年８月４日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した上中調子町内会（旧

代表者　中村茂敏）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　氏　名　　西山　勝美

　住　所　　広島市安佐南区川内四丁目１２番３７号

２　事務所

　広島市安佐南区川内四丁目１２番３７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３８号

令 和 元 年 ５ 月 ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　児玉　宏志）について，次のとおり告示事項
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４５号

令 和 元 年 ５ 月 ３ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和元年６月１日から令和元年６月１４日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧

安佐南１区７
５３号里道

安佐南区緑井五丁目３５５４番３
地先から
安佐南区緑井五丁目３５５４番２
地先まで

新

安佐南区緑井五丁目３５５５番３
地先から
安佐南区緑井五丁目３５５４番２
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４６号

令 和 元 年 ５ 月 ３ １ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和元年５月

３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４５号

令 和 元 年 ５ 月 １ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第３号

２．指定年月日　　令和元年５月１０日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区三入二丁目の１１５５番１の

一部及び１１５７番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．２０～８．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２８．９６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４６号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年８月１３日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会

（代表者　中村　俊英）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　氏　名　　西川　英樹

　住　所　　広島市安佐南区大塚二丁目３１番４号

２　事務所

　広島市安佐南区沼田町伴１２６４番地９３

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和元年５月

１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４４号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規

定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認

定しました。

　この認定計画書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課にお

いて一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

株式会社　オリオリタウン　代表取締役　北山　貢

２　一団地の名称

（仮称）伴中央マンションⅠ・Ⅱ

３　一団地の区域

　広島市安佐南区伴中央六丁目の４２１７番２，４２１７番３

及び４２１７番４

４　認定番号

第Ｈ３１認定通知広島市建５０００１号

５　認定年月日

令和元年５月１７日
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広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区中野東二丁目１３番１４号

２　代表者の氏名及び住所

澤田　誠

広島市安芸区中野東二丁目１３番１４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４号

令 和 元 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，５月１０日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５号

令 和 元 年 ５ 月 １ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，５月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第６号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１８年

６月１４日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した神立自治会（代表者　稲田　俊彦）につい

て，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区上瀬野町１０３７０番地７４

２　代表者の氏名及び住所

渡邊　哲雄

広島市安芸区上瀬野町１０３７０番地７４

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　令和元年５月１７日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川五丁目の１４７１番２及

び１４７１番２地先市道

４．幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３１．０７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１３年

２月５日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した望ケ丘自治会（代表者　久保田　高夫）につい

て，下記のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区中野東五丁目３０番２－４号

２　代表者の氏名及び住所

木下　勝則

広島市安芸区中野東五丁目３０番２－４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１８年

６月１４日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した出口宮原自治会（代表者　西田　工）につい

て，つぎのとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区中野東七丁目８番１１号

２　代表者の氏名及び住所

二野宮　哲夫

広島市安芸区中野東七丁目８番１１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成８年１

２月１３日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した成岡自治会（代表者　三好　るみ）につい

て，次のとおり告示事項を変更しました。
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保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４号

令 和 １ 年 ５ 月 ２ １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和１年５月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５号

令 和 １ 年 ５ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６号

令 和 １ 年 ５ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和元年５月２２日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市中央一丁目の８７番１，

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定

により下記自転車等については，５月２４日に広島市西部自転車

等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，５月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第２号

令 和 １ 年 ５ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３号

令 和 １ 年 ５ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，
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区４３
６号線

地先から
佐伯区五日
市町大字石
内字京農２
１８４番４
地先まで

新

メートル
7.00
～
18.20

メートル

173.00

路線２

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯１
区７号
線

佐伯区五日
市町大字上
河内字大年
平１００７
番７地先か
ら
佐伯区五日
市町大字上
河内字大年
平１００７
番３地先か
ら

旧

メートル
7.00
～
9.80

メートル

24.30

新

メートル
9.30
～
11.50

メートル

24.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２号

令 和 元 年 ５ 月 ３ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年５月３１日から６月１４日まで広島

市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線１

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯１
区４３
６号線

佐伯区五日市町大字石内字
神原２２６３番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字
京農２１８４番４地先まで

令和元年５月３
１日

路線１

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯１
区７号
線

佐伯区五日市町大字上河内
字大年平１００７番７地先
から
佐伯区五日市町大字上河内
字大年平１００７番３地先
まで

令和元年５月３
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３号

令 和 元 年 ５ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

８７番１地先（里道）

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　�５６．０１メートル（申請部分１２．０

１メートル）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０号

令 和 元 年 ５ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１号

令 和 元 年 ５ 月 ３ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年５月３１日から６月１日まで広島市

佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線１

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 佐伯１

佐伯区五日
市町大字石
内字神原２
２６３番１

旧

メートル
4.00
～
9.80

メートル

173.00
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町，舟入川口町，舟
入中町，舟入南四丁
目，本川町三丁目，
東千田東町，吉島西
二丁目，吉島東三丁
目

㈱日本リサー
チセンター　
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

統計調査の
実施

平成３０年
８月２９日 千田町２～３丁目

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

統計調査の
実施

平成３０年
１０月２日

上幟町，幟町，鉄砲
町，八丁堀

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３０年
１０月４日 東千田西町

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

統計調査の
実施

平成３０年
１０月１０
日

上幟町

備考

１�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

２�　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいま

す。

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

世論調査の
実施

平成３０年
１０月２３
日

吉島新町一丁目

㈳輿論科学協
会　理事長　
大宮　泰三

統計調査の
実施

平成３０年
１１月６日

基町，大手町三丁
目，本川町二丁目，
江波西一丁目

㈱インテージ
リサーチ　代
表取締役社長�
　井上　孝志

統計調査の
実施

平成３０年
１１月８日 舟入中町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２７
日

舟入南二丁目

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２７
日

富士見町

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２８
日

西川口町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１２月２６
日

舟入南三丁目

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

統計調査の
実施

平成３１年
１月２９日

田中町，流川町，三
川町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
１月３１日 南竹屋町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
１月３１日 土橋町

広島市中区告示第１号

令和元年５月９日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　隅　田　一　成

（平成３０年度の状況）

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省 自衛官等の募
集に伴う広報

平成３１年２
月７日 中区全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区告示第２号

令和元年５月９日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　隅　田　一　成

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３０年
５月９日 西白島町

㈳新情報セン
ター　会長　
安藤　昌弘

統計調査の
実施

平成３０年
５月２９日 西白島町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３０年
５月３０日 西白島町

㈱日本リサー
チセンター　
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

統計調査の
実施

平成３０年
６月１３日 大手町五丁目

中国新聞社　
代表取締役　
岡谷　義則

世論調査の
実施

平成２９年
６月１４日

江波栄町，江波西一
丁目，江波南一丁
目，大手町五丁目，
銀山町，上八丁堀，
小網町，光南二丁
目，国泰寺町一丁
目，堺町一丁目，千�
田町一丁目，宝町，
竹屋町，鉄砲町，
中島町，西十日市
町，白島中町，東千
田町二丁目，東白島
町，広瀬北町，袋

区 告 示
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㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年２
月１３日 猫屋町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年２
月１３日 江波栄町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年２
月１３日 小網町

備考

１�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

２�　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第１号

令和元年５月２０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市東区長　　篠　原　富　子

（平成３０年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成３１年
２月１２日
～１４日

東区全域（温品出張
所管内以外）

自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成３１年
２月２６～
２８日

温品出張所管内

備考�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第１号

令和元年５月８日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　漆　原　正　浩

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「２０１８
年６月全国
放送サービ
ス接触動向
調査」実施

平成３０年
５月８日

西蟹屋四丁目
７歳以上（平成２３
年１２月３１日生ま
れまで）の日本人男
女

１２件

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

「６月全国
個人視聴率
調査」の実
施

平成３０年
５月１０日

本浦町
７歳以上（平成２３
年１２月３１日生ま
れまで）の男女

１２件

一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　安
藤　昌弘

「家計消費
状況調査」
の実施

平成３０年
６月５日

翠一・二・五丁目
１６歳以上（平成１
４年４月１日生まれ
まで）の男女

１００件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「テレビ視
聴に関する
調査」実施

平成３０年
６月６日

段原三丁目
１６歳以上（平成１
４年６月３０日生ま
れまで）の日本人男
女

１４件

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

「旅行・観
光消費動向
調査」実施

平成３０年
６月１４日

堀越二丁目
全年齢の男女

８５件

株式会社　中
国新聞社　代
表取締役社長�
　岡谷　義則

「世論調査
（ 広 島 市
広域商圏調
査）」実施

平成３０年
６月１９日

旭二丁目・大須賀
町・宇品海岸一丁
目・宇品神田四丁
目・宇品西三丁目・
宇品東二丁目・宇品
御幸三丁目・大州二
丁目・上東雲町・楠
那町・東雲二丁目・
東雲本町三丁目・段
原日出二丁目・段原
南一丁目・出汐一丁
目・西霞町・西蟹
屋二丁目・仁保三丁
目・仁保新町二丁
目・仁保南一丁目・
東本浦町・比治山
町・堀越三丁目・
翠三丁目・皆実町三
丁目・向洋新町一丁
目・元宇品町・山城
町

４２０件

一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　美
添　泰人

「安全・安
心な社会生
活をおくる
ためのアン
ケート」実
施

平成３０年
７月１２日

宇品御幸五丁目
満２０歳以上（平成
１０年８月３１日生
まれまで）の男女

２６件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「地域の暮
ら し に 関
する意識調
査」実施

平成３０年
７月３１日

北大河町
１８歳以上（平成１
２年９月３０日生ま
れまで）の日本人の
男女

２４件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「２０１８
年 １ ０ 月
東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クに関する
世論調査」
実施

平成３０年
８月２１日

仁保一丁目
２０歳以上（平成１
０年１２月３１日生
まれまで）の日本人
男女

１２件

宇品神田五丁目
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株式会社　イ
ンテージリサ
ーチ　代表取
締役社長　井
上　孝志

「医薬品及
び医療機器
の費用対効
果評価にお
ける小児用
Ｑ Ｏ Ｌ 質
問票のスコ
アリングア
ルゴリズム
作成とその
標準値測定
のための調
査」におけ
る「お子さ
まの意識に
関するアン
ケート」実
施

平成３０年
１２月４日

大州一～五丁目
満８歳以上満１５歳
以下（平成１５年１
月１日から平成２２
年１２月３１日生ま
れまで）の日本人男
女

１１２件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「平成３０
年度国語に
関する世論
調査」実施

平成３１年
１月２３日

向洋新町三丁目
満１６歳以上（平成
１５年１月３１日生
まれまで）の日本人
男女

１７件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

日本家計パ
ネ ル 調 査
「就業と生
活 に つ い
て」実施

平成３１年
１月３０日

皆実町三丁目
満２０歳以上満６９
歳以下（昭和２４年
２月１日から平成１
１年１月３１日生ま
れまで）の日本人男
女

３５件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「宝くじに
関する世論
調査」実施

平成３１年
２月７日

京橋町・稲荷町
満１８歳以上（平成
１３年２月２８日生
まれまで）の日本人
男女

２３件
一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　美
添　泰人

「消費動向
調査」実施

平成３１年
２月１３日

皆実町一丁目
単身世帯の世帯主

４０件

一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　美
添　泰人

「家計消費
状況調査」
実施

平成３１年
２月１４日

皆実町六丁目
１６歳以上（平成１
５年４月１日生まれ
まで）の男女

５０件

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第２号

令和元年５月８日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市南区長　　漆　原　正　浩

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「食と農林
漁 業 に 関
する世論調
査」実施

平成３０年
８月２３日

満１８歳以上（平成
１２年７月３１日生
まれまで）の日本人
男女

１４件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「再犯防止
対 策 に 関
する世論調
査」実施

平成３０年
９月１１日

金屋町
満１８歳以上（平成
１２年８月３１日生
まれまで）の日本人
男女

１４件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「ＮＰＯ法
人に関する
世論調査」
実施

平成３０年
９月２０日

宇品東一丁目
満１８歳以上（平成
１２年９月３０日生
まれまで）の日本人
男女

１４件

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

「日本人の
国民性　第
１４次全国
調査」実施

平成３０年
１０月１０
日

稲荷町・比治山町
満２０歳以上８４歳
以下（昭和８年１０
月１日から平成１０
年９月３０日生まれ
まで）の男女

１６件

一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　美
添　泰人

「家計消費
状況調査」
実施

平成３０年
１０月１６
日

皆実町三・五丁目
満１６歳以上（平成
１４年４月１日生ま
れまで）の男女

５０件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「老後の生
活設計と公
的年金に関
する世論調
査」実施

平成３０年
１０月１８
日

宇品西四丁目
満１８歳以上（平成
１２年１０月３１日
生まれまで）の日本
人の男女

１５件

一般社団法人
新情報センタ
ー　会長　美
添　泰人

「平成３０
年度青少年
のインター
ネット利用
環境実態調
査」実施

平成３０年
１０月２５
日

向洋新町二丁目
満０歳以上満９歳以
下（平成２０年１１
月２日から平成３０
年１１月１日生まれ
まで）の日本人男女

２０件

株式会社　イ
ンテージリサ
ーチ　代表取
締役社長　井
上　孝志

「平成３１
年度　家庭
部門のＣＯ
２排出実態
統計調査」
実施

平成３０年
１１月８日

黄金山町
昭和４年４月２日か
ら平成１１年４月１
日まで生まれの男女

６０件

株式会社　Ｒ
ＪＣリサーチ�
　代表取締役�
　佐野　耕太
郎

「成年年齢
の引下げに
関する世論
調査」実施

平成３０年
１１月１４
日

大州五丁目
平成８年１月１日か
ら平成１４年１０月
３１日生まれまでと�
　昭和３４年１月１
日から昭和５３年１
０月３１日生まれま
での日本人男女

１７件

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「第４回家
族 に つ い
ての全国調
査」実施

平成３０年
１１月２０
日

向洋大原町
満２８歳以上満７２
歳以下（昭和２１年
１月１日から平成２
年１２月３１日生ま
れまで）の日本人男
女

２３件
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リサーチ　代
表取締役社長�
　井上　孝志

統計調査の
実施

平成３０年
１１月８日 舟入中町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２７
日

舟入南二丁目

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２７
日

富士見町

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

世論調査の
実施

平成３０年
１１月２８
日

西川口町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

世論調査の
実施

平成３０年
１２月２６
日

舟入南三丁目

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

統計調査の
実施

平成３１年
１月２９日

田中町，流川町，三
川町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
１月３１日 南竹屋町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
１月３１日 土橋町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
２月１３日 猫屋町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
２月１３日 江波栄町

㈳中央調査社�
　会長　大室�
　真生

統計調査の
実施

平成３１年
２月１３日 小網町

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定の基づき公表します。

広島市安佐南区長　　杉　山　　　朗

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈱日本リサー
チセンター　
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

「生活意識
に関するア
ンケート調
査」の対象
者抽出

平成３０年
５月２２日

東野１～２丁目（１
５件）

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成３０年
６月５日

大町東三丁目（５０
件）

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「生涯学習
に関する世
論調査」実
施のための
対象者抽出

平成３０年
６月６日

東野２丁目（１４
件）

（平成３０年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報
（ 根 拠 法
令：自衛隊
法第２９条
第１項，同
第３５条）

平成３１年
２月２６日
～２８日

南区全域
平成１３年４月２日
から平成１４年４月
１日までの間に生ま
れた男女（日本人住
民に限る）

６８３件

備考�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定の基づき公表します。

広島市安佐南区長　　杉　山　　　朗

（平成３０年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省　自衛
隊広島地方協
力本部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成３０年
１２月１３
日

安佐南区市民課管内
全域

（平成３０年度の状況）� 佐東出張所

自衛隊広島地
方協力本部　
可部募集案内
所

自衛隊公報
のため

平成３０年
１２月１１
日

出張所管内

（平成３０年度の状況）� 祇園出張所

防衛省　自衛
隊広島地方協
力本部長

自衛官等の
募集案内の
郵送等を行
うため

平成３１年
２月２０日 祇園出張所管内全域

（平成３０年度の状況）� 沼田出張所

自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等の
募集案内

平成３０年
１２月１２
日

沼田出張所管内全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈳新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

世論調査の
実施

平成３０年
１０月２３
日

吉島新町一丁目

㈳輿論科学協
会　理事長　
大宮　泰三

統計調査の
実施

平成３０年
１１月６日

基町，大手町三丁
目，本川町二丁目，
江波西一丁目

㈱インテージ
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（平成３０年度の状況）� 佐東出張所

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈱中国新聞社

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）

平成３０年
６月１４日

川内一丁目・川内四
丁目・緑井二丁目・
緑井五丁目・八木三
丁目・八木七丁目

㈱日本リサー
チセンター

１１月全国
個人視聴率
調査

平成３０年
９月２５日 八木四丁目

㈱ＲＪＣリサ
ーチ

成年年齢の
引下げに関
する世論調
査

平成３０年
１１月１日 緑井一丁目

一般社団法人�
　中央調査社

第４回家族
についての
全国調査

平成３０年
１１月２７
日

緑井一丁目

一般社団法人�
　中央調査社

少子高齢社
会の階層構
造に関する
実証実験

平成３１年
１月２３日 川内三丁目

一般社団法人�
　中央調査社

宝くじに関
する世論調
査

平成３１年
２月５日 八木三丁目

（平成３０年度の状況）� 祇園出張所

申出者の氏名 請求事由の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

６月全国個
人視聴率調
査

平成３０年
５月１５日 東原三丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

国民生活に
関する世論
調査

平成３０年
５月２４日 長束一丁目

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

旅行・観光
消費動向調
査

平成３０年
６月１４日 長束三丁目

株式会社　中
国新聞社　代
表取締役社長�
　岡谷　義則

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）

平成３０年
６月１９日

祇園一丁目・三丁
目・七丁目，長束四
丁目，長束西に丁
目，西原三丁目・八
丁目，東原二丁目，
山本五丁目・九丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
安藤　昌弘

進路や就業
に関する意
識調査

平成３０年
６月２６日 祇園一丁目～五丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

日常生活に
関するアン
ケート

平成３０年
６月２８日 東原三丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

２０１８年
新聞および
Ｗｅｂ利用
に関する総
合調査

平成３０年
７月３日 山本新町三丁目

一般社団法人�
　中央調査社

子供の性被
害防止対策 平成３０年 山本五丁目

株式会社　中
国新聞社　代
表取締役社長�
　岡谷　義則

世 論 調 査
（広島市広
域 商 圏 調
査）

平成３０年
６月１３日

相田４丁目，大町東
４丁目，上安１丁
目・５丁目，高取
南２丁目，長楽寺２
丁目，中筋１丁目，
毘沙門台３丁目，東
野２丁目，古市３丁
目，安東２丁目（１
６５件）

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「東京オリ
ンピック・
パラリンピ
ックに関す
る 世 論 調�
査」の対象
抽出

平成３０年
８月２２日

中筋２丁目（１２
件）

同上

「ＮＰＯ法
人に関する
世論調査」
での対象者
抽出

平成３０年
９月２０日

安東三丁目（１４
件）

倉重線合法律
事務所　弁護
士　倉重　有
希央

損害賠償請
求

平成３０年
９月２５日 上安五丁目（１件）

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
安藤　昌弘

「家計消費
状況調査」
の実施

平成３０年
１０月２日

相田五丁目（５０
件）

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

「老後の生
活設計と公
的年金に関
する世論調
査」での対
象者抽出

平成３０年
１０月１０
日

高取北２丁目（１５
件）

同上

「テレビ視
聴に関する
調査」の対
象者抽出の
ため

平成３０年
１１月１日

大町東三丁目（１４
件）

同上

「社会意識
に関する世
論調査」に
伴う対象者
の抽出のた
め

平成３０年
１２月６日

毘沙門台三丁目（３
１件）

同上

「国語に関
する世論調
査」の実施
のための対
象者抽出

平成３１年
１月２３日

毘沙門台東１丁目
（１７件）

同上

「日本家計
パネル調査
『就業よ生
活 に つ い
て』」に伴
う対象者抽
出

平成３１年
１月３０日

中須一丁目（４０
件）

一般社団法人�
　新情報セン�
ター　会長　
安藤　昌弘

「消費動向
調査」及び
「家計消費
状況調査」
の実施のた
めの対象者
抽出

平成３１年
１月３１日

中須一丁目，長楽寺
三丁目，高取北二丁
目（１１３件）
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規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　建　部　賢　次

（平成３０年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

兵庫県甲子園
警察署　司法
警察員　警視�
　岡田　淳則

捜査関係事
項照会

平成３０年
５月１７日 八幡東三丁目

広島東警察署�
　司法警察員�
　警視正　高
橋　勉

捜査関係事
項照会

平成３０年
６月２２日 吉見園

広島南警察署�
　司法警察員�
　警視正　光
木　憲秀

捜査関係事
項照会

平成３０年
１１月２７
日

八幡二丁目

広島東警察署�
　司法警察員�
　警視　名越�
　優晴

捜査関係事
項照会

平成３０年
１２月１９
日

五日市七丁目

自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成３１年
２月１３～
１４日

佐伯区（湯来出張所
管内を除く）

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第２号

令和元年５月１７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　建　部　賢　次

（平成３０年度の状況）

申出者氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る住民の範
囲

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

２０１８年
６月　全国
放送サービ
ス接触動向
調査

平成３０年
５月８日 五日市町大字皆賀

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

日本人の意
識調査

平成３０年
５月９日

石内北二丁目，石内
上一丁目，五月が丘
五丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

国民生活に
関する郵送
世論調査

平成３０年
５月３１日 薬師が丘四丁目

株式会社　日
本リサーチセ 生活意識に

　会長　大室�
　真生

に関する世
論調査

７月３日

株式会社　イ
ンテージリサ
ーチ　代表取
締役社長　井
上　孝志

家庭部門の
ＣＯ２排出
実態統計調
査

平成３０年
１１月１３
日

祇園六丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

生活状況に
関する調査

平成３０年
１１月１４
日

西原九丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

平成３０年
度土地問題
に関する国
民の意識調
査

平成３０年
１２月４日 東原二丁目

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査

平成３０年
１２月１３
日

長束五丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

２０１９年
度生活保障
に関する調
査

平成３１年
２月２０日 西原三丁目

（平成３０年度の状況）� 沼田出張所

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査

平成３０年
４月２４日

伴東一丁目，伴東二
丁目

株式会社　中
国新聞社　代
表取締役社長�
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成３０年
６月２７日

大塚西二丁目，伴中
央六丁目，伴東四丁
目，伴南四丁目，沼
田町大字阿戸

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

メディア利
用動向調査

平成３０年
９月１９日 伴南五丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

消費者意識
基本調査

平成３０年
１０月２４
日

大塚西七丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

全国放送サ
ービス接触
動向調査

平成３１年
３月６日 伴西四丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第１号

令和元年５月１７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の
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締役　佐野　
耕太郎

する世論調
査

１１月６日

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

テレビ視聴
に関する調
査

平成３０年
１１月１４
日

八幡三丁目

株式会社　イ
ンテージリサ
ーチ　代表取
締役社長　井
上　孝志

家庭部門の
ＣＯ２排出
実態統計調
査

平成３０年
１１月１５
日

美鈴が丘西四丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

第４回家族
についての
全国調査

平成３０年
１２月４日 美鈴が丘東二丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

社会意識に
関する世論
調査

平成３０年
１２月１８
日

五日市駅前二丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

家計消費状
況調査

平成３１年
２月１９日 五日市一丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

２０１９年
度　生活保
障に関する
調査

平成３１年
２月２１日 五日市中央四丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

広島市選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ３ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市長選挙における選挙及び当選

の効力に関する異議の申出について，公職選挙法第２１６条第１

項において準用する行政不服審査法第４５条第２項により別紙の

とおり決定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

広島市中区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会�

ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

関するアン
ケート調査

平成３０年
６月１２日

八幡二丁目，八幡三
丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成３０年
６月１４日 三宅三丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

生涯学習に
関する世論
調査

平成３０年
６月１９日 楽々園六丁目

株式会社　中
国新聞社　代
表取締役社長�
　岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成３０年
６月２０日

石内南四丁目，五日
市六丁目，五日市
駅前一丁目，五日市
中央二丁目，五日市
中央六丁目，海老山
町，観音台一丁目，
五月が丘四丁目，千
同二丁目，利松三丁
目，藤の木三丁目，
美鈴が丘東二丁目，
美鈴が丘緑一丁目，
皆賀四丁目，美の里
二丁目，三宅四丁
目，八幡四丁目，
楽々園三丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

子供の性被
害防止に関
する世論調
査

平成３０年
７月４日 三宅二丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

２０１８年　
新聞及びＷ
ｅｂ利用に
関する総合
調査

平成３０年
７月４日 石内

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

再犯防止対
策に関する
世論調査

平成３０年
９月５日 海老山南一丁目

株式会社　日
本リサーチセ
ンター　代表
取締役社長　
鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査

平成３０年
９月６日

三宅三丁目，三宅四
丁目

一般社団法人�
　中央調査社�
　会長　大室�
　真生

生活意識に
関する国際
比較調査

平成３０年
９月１１日 上河内

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

平成３０年
度消費者意
識基本調査

平成３０年
１０月１８
日

観音台四丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター　会長　
美添　泰人

家計消費状
況調査

平成３０年
１０月１８
日

五日市中央一丁目，
五日市中央二丁目

㈱ＲＪＣリサ
ーチ　代表取�
締役　佐野　
耕太郎

子どものい
る世帯の生
活状況およ
び保護者の
就業に関す
る調査２０
１８

平成３０年
１０月２５
日

五日市中央三丁目，
五日市中央四丁目，
五日市中央五丁目

㈱ＲＪＣリサ
ーチ　代表取

成年年齢の
引下げに関 平成３０年 五月丘三丁目

選管告示

区 選 管 告 示
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　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表する。

広島市東区選挙管理委員会�

委員長　　前　川　秀　雅

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会�

委員長　　前　川　秀　雅

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表する。

広島市東区選挙管理委員会�

委員長　　前　川　秀　雅

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日
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山本新町五丁目

２　施行年月日

令和元年６月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第２６条第１項

の規定により設けた平成１６年広島市安佐南区選挙管理委員会告

示第１６号による指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示

中，表の一部を，別紙のとおり変更します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

（別　紙）

１　変更する指定関係投票区

変更前 変更後
指定
投票区 指定関係投票区 指定関係投票区

安古市第
三投票区

川内投票区，八木第一投
票区，八木第二投票区，
八木第三投票区，緑井第
一投票区，緑井第二投票
区，安古市第一投票区，
安古市第二投票区，安古
市第三投票区，安古市
第四投票区，安古市第五
投票区，安古市第六投
票区，安古市第七投票
区，安古市第八投票区，
安古市第九投票区，安古
市第十投票区，安古市
第十一投票区，安古市第
十二投票区，安古市第十
三投票区，安古市第十四
投票区，安古市第十五投
票区，安古市第十六投票
区，祇園第一投票区，祇
園第二投票区，祇園第三
投票区，祇園第四投票
区，祇園第五投票区，祇
園第六投票区，祇園第七
投票区，祇園第八投票
区，沼田第一投票区，沼
田第二投票区，沼田第三
投票区，沼田第四投票
区，沼田第五投票区，沼
田第六投票区，沼田第七
投票区，沼田第八投票及
び沼田第九投票区

川内投票区，八木第一投
票区，八木第二投票区，
八木第三投票区，緑井第
一投票区，緑井第二投票
区，安古市第一投票区，
安古市第二投票区，安古
市第三投票区，安古市
第四投票区，安古市第五
投票区，安古市第六投
票区，安古市第七投票
区，安古市第八投票区，
安古市第九投票区，安古
市第十投票区，安古市
第十一投票区，安古市第
十二投票区，安古市第十
三投票区，安古市第十四
投票区，安古市第十五投
票区，安古市第十六投票
区，祇園第一投票区，祇
園第二投票区，祇園第三
投票区，祇園第四投票
区，祇園第五投票区，祇
園第六投票区，祇園第七
投票区，祇園第八投票
区，祇園第九投票区，沼
田第一投票区，沼田第二
投票区，沼田第三投票
区，沼田第四投票区，沼
田第五投票区，沼田第六
投票区，沼田第七投票
区，沼田第八投票区及び
沼田第九投票区

２　施行年月日

令和元年６月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　昭和５５年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１７号による

安佐南区の投票区の設置の告示中，表の一部を別紙のとおり変更

委員長　　舩　木　孝　和

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　昭和５５年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１７号による

広島市安佐南区の投票区の設置の告示中，表の一部を，別紙のと

おり変更します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

（別　紙）

１　変更する投票区

変更前 変更後
投票区 投票区の区域 投票区 投票区の区域

祇園第
三投票
区

祇園三丁目
（５１番，５２番２
号～５２番２４号）

長束五丁目
（５番～８番）
長束六丁目

（ただし，祇園第五
投票区分を除く）
長束西二丁目

（１番１号～１番１
６号）

山本一丁目
（ただし，祇園第一
投票区分を除く）

山本二丁目
山本三丁目
山本四丁目
山本五丁目
山本六丁目
山本七丁目
山本八丁目
山本九丁目

山本新町一丁目
山本新町二丁目
山本新町三丁目
山本新町四丁目
山本新町五丁目
山本町

祇園第
三投票
区

祇園三丁目
（５１番，５２番２
号～５２番２４号）

長束五丁目
（５番～８番）
長束六丁目

（ただし，祇園第五
投票区分を除く）
長束西二丁目

（１番１号～１番１
６号）

山本一丁目
（ただし，祇園第一
投票区分を除く）

山本二丁目
山本三丁目
山本四丁目
山本五丁目
山本六丁目
山本七丁目
山本八丁目
山本九丁目

山本新町一丁目
（１番３０号）
山本町

祇園第
九投票
区

山本新町一丁目
（ただし，祇園第三
投票区分を除く）
山本新町二丁目
山本新町三丁目
山本新町四丁目
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登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日又は同日の直後の地方公共団体の休

日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日

を，次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会�

委員長　　荒　井　秀　則

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会�

委員長　　荒　井　秀　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会�

委員長　　荒　井　秀　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会�

委員長　　久　笠　信　雄

登録を行う日　　令和元年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

（別　紙）

変更前 変更後
投票区名 投票区の区域 投票区名 投票区の区域

祇園第一

祇園一丁目
祇園二丁目（３０
番～４８番）
祇園三丁目（５番
～１８番，２２番
１号，２３番，２
６番～５０番，５
２番１号，６０番
～６５番）
長束三丁目（８番
～９番，１０番３
１号～１０番３９
号）
山本一丁目（１
番）

祇園第一

祇園一丁目
祇園二丁目（３０
番～４８番）
祇園三丁目（５番
～１８番，２２番
１号，２３番，２
６番～５０番，５
２番１号，６０番
～６９番）
長束三丁目（８番
～９番，１０番３
１号～１０番３９
号）
山本一丁目（１
番）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則
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況について，別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会�

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３号

令 和 元 年 ５ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会�

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

広島市教育委員会告示第１号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ２ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和元年５月２９日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　令和２年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択

の基本方針について（議案）

⑵　令和２年度使用広島市立高等学校・中等教育学校（後期課

程）・特別支援学校（高等部）及び広島みらい創生高等学校

用教科用図書採択の基本方針について（議案）

⑶　広島市教科用図書採択審議会への諮問について（議案）

【非公開予定議題】

⑷　広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

（議案）

⑸　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２号

令 和 元 年 ５ 月 ２ ７ 日

　令和元年５月２２日付け広島市教育委員会告示第１号で告示し

た広島市教育委員会議（定例会）の日程を次のとおり変更する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

日　時　令和元年５月２９日（水）　午後２時

教育委員会告示




